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の
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定
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業
要
件

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
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「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

下
関
市
豊
田
町
大
字
東
長

二

指
定
の
目
的

四
・
字
平
野
浴
九
四
・

次
の
図
に
示
す
部
分
に

山
口
市
阿
東
嘉
年
下

ま
で
（
以
上
六
筆
に
つ

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

一
、
字
駒
ケ
迫
八
八
七
か
ら

字
油
免
九
四
〇
、
字
油
免
中

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

下
関
市
豊
田
町
大
字

下
関
市
豊
田
町
大
字
高
山

か
ら
二
八
ま
で
、
字
平
松
台

狐
原
四
〇
、
四
四
か
ら
四
六

六
、
六
八
、
字
大
平
七
〇
、

七
、
一
〇
二
、
一
〇
三
、
字

木
迫
一
一
五
か
ら
一
一
八
ま

山
口
市
阿
東
嘉
年
下
字
室

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

場
所

野
字
湯
口
ケ
迫
一
〇
三
の
一
、
字

一
〇
三
・
字
隠
畑
一
〇
六
・
字
桑

限
る
。
）

字
室
田
八
八
〇
か
ら
八
八
二
ま
で

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

八
八
九
ま
で
、
八
九
二
、
八
九
四

倉
九
四
一
か
ら
九
四
七
ま
で

は
、
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伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

高
山
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ケ
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二
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字
平
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紺
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内
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三
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五
、
六
一
、

ま
で
、
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四
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一
、
四
八

七
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、
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〇
、
八
五
、
九
三
、
字

隠
畑
一
〇
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、
字
草
場
浴
一
〇
九
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八
八
〇
か
ら
八
八
二
ま
で
、
八

一

種面
及
び
関
係
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類
を
山
口
県
農
林

る
。
）

辻
堂
一
四
八

木
迫
一
一
八
（
以
上
八
筆
に
つ
い

・
字
油
免
中
倉
九
四
一
か
ら
九
四

。
）

定
め
な
い
。

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

、
八
九
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、
字
小
麦
ケ
迫
八
九
三
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七
・
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大
平
七
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・
字
下
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、
字
楠
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二
四
、
字
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松
浴
二

字
小
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、
五
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、
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、
字
滝
ケ
迫

下
田
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四
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字
平
野
浴
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、

か
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一
一
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で
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一
一
三
、
字

八
四
、
字
小
麦
ケ
迫
口
八
八
六

水 て三市 、七 五字六九桑の
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示
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公
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伐
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東
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図
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３
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費
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施

木
土
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旧
復

害
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産

費
旧

復

期
額

度
限

間

補
前

正

限
間 費費

費
設

施

害
災

）
円
千

位
単

額
度

限
間

後
正

額
度

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

（
三
六
一
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

一
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、
山

更
変

２

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
六
年

び
山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て

お十公
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二（
三森

画
区

に
よ

山 口

画
区

の
期

域
森

一

（定期）県 報

三
事る

（
三森

第 号

一二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日
か

六
三
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域

り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林

に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
平
成

間
に
お
け
る
地
域
森
林
計
画
を
た

林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

下
松
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
居

業
を
行
い
、
地
域
社
会
の
健
全
な

こ
と
。

六
二
）
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

降

代

表

者

の

氏

名

廣
ら
同
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で

案
の
縦
覧

百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項

森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で

計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

て
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第

に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

、
山
口
県
山
口
農
林
事
務
所
及

松
市
大
字
河
内
一
九
三
七
番
地

住
す
る
人
々
に
、
健
康
づ
く
り

発
展
及
び
ま
ち
づ
く
り
、
観
光

覧百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

松
平
和
の
里
ハ
イ
キ
ン
グ
の
会

戸

一
見

の
規
定
に
よ
り
、
岩
徳
森
林
計

、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
供
し
ま
す
。

三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
地

事

村

岡

嗣

政

び
山
口
県
美
祢
農
林
事
務
所

と
文
化
遺
産
を
守
り
活
用
す
る

な
ど
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す

の
規
定
に
よ
り
、
山
口
森
林
計

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
パ
ソ
コ
ン

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

（
三
六
五
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

二

作
業
の
地
域

岩
国
市
旭
町

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
十
七

（
三
六
四
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林

山
口
県
周
南
農
林
事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十

六
百
十
五
台

た
手
続

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま

四
日

山
口

称
及
び
所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

称
及
び
数
量

）日
か
ら
同
年
八
月
二
十
九
日
ま
で

の
終
了

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

四
国
防
衛
局
長
か
ら
次
の
と
お
り

四
日

山
口

四
日

山
口

企
画
課
、
山
口
県
岩
国
農
林
事
務

四
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
一
日

し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

県
知
事

村

岡

嗣

政

県
知
事

村

岡

嗣

政

所
、
山
口
県
柳
井
農
林
事
務
所
及

ま
で

四

条の び



平成

項
中

年 月 日 金曜日

山
山

号
）別

岩
国

山 口 県

山

（定期）報

七八

第 号

四五六

」

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

表
の
１
の
表
山
口
県
立
周
防
大
島

高
等
学
校
の
項
中
「

を

最
低
価
格

教

育

委

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日

入
札
公
告
日

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
二
日

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

調
達
方
法

購
入

落
札
方
式

一
般
競
争
入
札

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
十
月
二
日

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

東

落
札
金
額

五
千
五
百
七
十
四
万
三
千
八
百
七

」

表
山
口
県
立
柳
井
高
等
学
校
の

一
号に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山

。高
等
学
校
の
項
中
「

」
を
「

「

に
改
め
、
同
表
山
口

員

会

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る山

事
務
所
の
所
在
地

京
都
中
央
区
銀
座
七
丁
目
一
六

十
六
円

項
中
「

」
を
「

」
に
改

す
る
規
則

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

県
立
岩
国
総
合
高
等
学
校
の

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

番
一
二
号

光
高
等
学
校
の
項
中
「

」
を

を
「

」
に
改
め
、
同
表
山
口

山
口
県
立
宇
部
商
業
高
等
学
校

め
、
同
表
山
口
県
立
柳
井
商
工

同
表
山
口
県
立
田
布
施
農
工
高

「

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県

県
立
防
府
西
高
等
学
校
の
項
中

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高
等
学
校
の
項
中
「

」
を
「

等
学
校
の
項
中

「

「

」
を

五

立
下
松
高
等
学
校
の
項
中
「

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県

」表 、立

教

育

委

員

会



平
成
二

平
成
二

平

七

成 年 月 日 金曜日

三四五六

山 口

次
一二

（定期）県 報

「
こ

公

第 号

別
祢
青

等
学十

六
年
十
月
二
十
四
日
印
刷

十
六
年
十
月
二
十
四
日
発
行

六
千
百
六
万
千
四
十
円

入
札
公
告
日

初
動
捜
査
支
援
シ
ス
テ
ム

一
式

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
七
日

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東

落
札
金
額

契
約
の
締
結

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
響

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

公

安

委

告
表
の
１
の
表
山
口
県
立
厚
狭
高
等

嶺
高
等
学
校
の
項
中
「

」
を

校
の
項
中
「

」
を
「

」

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

事
務
所
の
所
在
地

京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
三
番

に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

山
口
県
知

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

数
量

高
等
学
校
の
項
中
「

」
を
「

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

員

会

学
校
の
項
中
「

」
を
「

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に

に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
長
府

県

庁
知
事

一
号

。事

村

岡

嗣

政

」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
美

改
め
、
同
表
山
口
県
立
豊
浦
高

高
等
学
校
の
項
中
「

」
を

山
口
県
知
事

村
岡

調
達
方
法

借
入
れ

落
札
方
式

最
低
価
格

平
成
二
十
六
年
八
月
五
日

八

そ
の
他

契
約
担
当
者

嗣
政

六

公

安

委

員

会


